
決議第５号

議員派遣の件について

本議会は、地方自治法第100条第13項及び南風原町議会会議規則第129条の規定により、

次のとおり議員を派遣するものとする。

令和元年９月６日

南風原町議会議長 知念 富信

記

１．平成30年度南風原町一般会計歳入歳出決算認定及び特別会計歳入歳出決算認定

の件

（１）目 的 ：決算認定の審議をするにあたり、現場調査の必要があるため

（２）派遣場所：南風原町内

（３）期 間 ：令和元年９月９日（月）

（４）派遣議員：議員全員

２．南部地区市町村議会議長会定例総会

（１）目 的 ：南部地区市町村議会議長会定例総会

（２）派遣場所：南風原町

（３）期 間 ：令和元年10月９日（水）

（４）派遣議員：議長

３．沖縄県町村議会議長会定例総会

（１）目 的 ：沖縄県町村議会議長会定例総会

（２）派遣場所：自治会館

（３）期 間 ：令和元年10月10日（木）

（４）派遣議員：議長



４．町村議会議員・事務局職員研修会並びに交流会

（１）目 的 ：町村議会議員・事務局職員研修会並びに交流会

（２）派遣場所：ＮＢＣサムシング・フォー西崎

（３）期 間 ：令和元年10月11日（金）

（４）派遣議員：議員全員

５．令和元年度第３８回離島振興市町村議会議長全国大会及び第６３回町村議会議長

全国大会並びに南部地区市町村議会議長会行政視察

（１）目 的 ：町村議会議長全国大会他

（２）派遣場所：東京都

（３）期 間 ：令和元年11月11日（月）～11月14日（木）

（４）派遣議員：議長


